
国
会
議
員
ら
２
度
目
要
請

超
党
派

人

都
労
委
に「
早
期
解
決
を
」

ＪＡＬ整理解雇日
本
航
空
（
本
社
・
品
川
区
）
を
整
理
解
雇
さ
れ
た
元
機
長
や
客
室
乗
務
員

で
作
る
労
働
組
合
「
Ｊ
Ａ
Ｌ
被
解
雇
者
労
働
組
合
」
（
Ｊ
Ｈ
Ｕ
、
山
口
宏
弥
委

員
長
）
が
都
労
働
委
員
会
に
会
社
に
よ
る
団
体
交
渉
拒
否
や
組
合
間
の
差
別
な

ど
を
理
由
に
救
済
を
申
し
立
て
て
い
る
問
題
で
、
福
田
昭
夫
衆
院
議
員
ら
が
６

日
、
国
会
議
員

人
の
賛
同
名
簿
を
添
え
て
都
労
委
に
争
議
の
早
期
解
決
を
求

め
る
要
請
書
を
提
出
し
た
。

【
東
海
林
智
】

都
労
委
へ
の
国
会
議
員

に
よ
る
要
請
は
異
例
だ

が
、
こ
の
問
題
で
は
２
度

目
の
要
請
に
な
る
。
立
憲

の
福
田
氏
を
は
じ
め
、
自

民
党
の
石
破
茂
氏
、
共
産

党
の
穀
田
恵
二
氏
、
社
民

党
の
大
椿
ゆ
う
子
氏
ら
無

所
属
を
含
む
超
党
派
の
国

会
議
員
が
賛
同
人
に
名
を

連
ね
た
。
要
請
書
で
は
、

解
雇
争
議
が
長
期
に
わ
た

っ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、

「
労
働
委
員
会
の
役
割
と

し
て
『
集
団
的
労
使
紛
争

解
決
』
が
あ
る
。
都
労
委

が
役
割
と
機
能
を
発
揮
し

て
、
解
決
へ
尽
力
し
て
ほ

し
い
」
と
求
め
て
い
る
。

提
出
後
、
記
者
会
見
し

た
福
田
氏
は「
Ｉ
Ｌ
Ｏ（
国

際
労
働
機
関
）
か
ら
今
回

の
解
雇
を
巡
り
４
度
の
勧

告
が
出
て
い
る
。
グ
ロ
ー

バ
ル
企
業
と
し
て
国
際
標

準
を
守
れ
な
い
の
は
問
題

だ
」
と
指
摘
し
た
。
Ｉ
Ｌ

Ｏ
の
１
６
６
号
勧
告
は

「
整
理
解
雇
者
の
優
先
雇

用
」
を
定
め
て
お
り
、
山

口
委
員
長
も
「
私
た
ち
の

整
理
解
雇
以
降
、
客
室
乗

務
員
を
６
３
２
５
人
、
パ

イ
ロ
ッ
ト
を
４
７
７
人
採

用
し
て
い
る
。
国
際
標
準

で
は
私
た
ち
か
ら
先
に
採

用
さ
れ
る
べ
き
だ
」
と
訴

え
た
。

２
０
２
０
年
に
国
会
で

争
議
の
解
決
へ
向
け
て
質

問
を
受
け
た
田
村
憲
久
厚

生
労
働
相（
当
時
）は
「
労

働
委
員
会
制
度
の
活
用
が

あ
る
」と
答
弁
し
て
お
り
、

組
合
側
は
都
労
委
を
解
決

の
た
め
の
話
し
合
い
の
場

に
し
た
い
考
え
だ
。

Ｊ
Ａ
Ｌ
の
整
理
解
雇

は
、

年

月
に
パ
イ
ロ

ッ
ト

人
、
客
室
乗
務
員

人
が
年
齢
や
病
気
な
ど

を
理
由
に
行
わ
れ
た
。
以

来
、
争
議
が
続
き
、
昨
年

７
月
に
日
航
乗
員
組
合

(
Ｊ
Ｆ
Ｕ
)
と
日
航
キ
ャ
ビ

ン
ク
ル
ー
ユ
ニ
オ
ン
(
Ｃ

Ｃ
Ｕ
)
は
会
社
側
と
合
意

し

解
決

Ｊ
Ｈ
Ｕ
は
争
議

を
継
続
し
て
い
る

都
労
働
委
員
会
へ
の
要
請
後
、
記
者
会
見
す
る
福
田
昭
夫

衆
院
議
員
（
中
）
と
Ｊ
Ｈ
Ｕ
の
山
口
宏
弥
委
員
長
（
左
）

ら
‖
千
代
田
区
の
厚
生
労
働
省
で
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